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■ 議 会 報 告 
・定数と任期 

 議員の定数は、地方自治法で人口規模に応じた本町の上限定数は１８名でしたが、

地方自治法が改正され平成２３年８月から上限定数は撤廃されました。 

 現在、本別町議会の議員定数は１２名に定めています。 

 任期は４年で、平成３０年（2018 年）８月１０日から令和４年（2022 年）８

月９日となっております。 

・議会の権限 

 町議会では、地方自治法により多くの権限が与えられ、それに沿って議会執行、

議員活動を行っています。 

権 限 議会に与えられた権限内容（議員個々にはない） 

議決権 

条例を定める・改める、予算を定める、決算の内容を審査する、

重要な契約を結ぶ、その他・法律に定められている事柄を決め

ます 

調査権、検査権 
町の仕事が正しく行われているかどうかを調べたり、検査をし

ます 

選挙権 議長、副議長、選挙管理委員などを選びます 

意見書提出権 国や北海道へ町民のための意見書を提出します 

請願受理権 町の仕事について町民の要望（請願、陳情）を受けます 

同意権 
町長が任命する副町長、教育委員、農業委員、監査委員、固定

資産評価審査委員、公平委員などに同意又は不同意を行います 

 

１）令和３年１月以降の活動について 

 

 

全議員が出席し、議会の最終的な意見を決定する最も重要な会議が本会議です。

本会議には、３月・６月・９月（１０月）・１２月の年４回定期的に招集され開かれ

る『定例会』と、必要に応じて開かれる『臨時会』があります。 

 

本 会 議 
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①  定 例 会 

 

令和 3 年 第１回定例会  ／３月２日、９日、１０日、１１日、２２日 

 

・一 般 質 問  ５名の議員から９問の質問がありました。 

議 員 名 質 問 項 目 

大 住 啓 一 
１ ふるさと産業開発センター等の遊休施設の今後は 

２ コロナ禍の下、町長が感染拡大地域に出張した大義は 

阿 保 静 夫 

１ 今こそ町民安心のＰＣＲ検査を 

２ サービス付き高齢者住宅の整備の必要性は 

３ ＬＧＢＴ（性的少数者）に対応の取り組みを 

梅 村 智 秀 
１ 高齢者等にやさしい冬期の公営住宅管理を 

２ 商店街を守ろう！コロナ支援の拡充を 

柏 崎 秀 行 １ ふるさと納税クラウドファンディングについて 

藤 田 直 美 １ 高齢者や障がいを持つ人に優しいまちづくりを 

・意 見 書 ① 高レベル放射性廃棄物の最終処分場にしないことを求める 

        意見書          （賛成１０、反対 1）《可決》 

       ② 米の需給改善と米価下落の歯止め策を求める意見書 

                         （全会一致）《可決》 

・条 例 改 正 本別町介護保険条例の一部改正 

      ＊第８期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料を改定するもの。 

（賛成９、反対１）＊欠席者１人《可決》 

 

 令和 3 年 第２回定例会  ／６月 8 日、16 日、17 日 

 

・一 般 質 問  4 名の議員から 5 問の質問がありました。 

議 員 名 質 問 項 目 

大 住 啓 一 １ コロナ禍の下、町長の道外出張とワクチン対策について 
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２ 税の不適切処理・横領事件の顛末について 

柏 崎 秀 行 １ 
コロナウイルス感染拡大による町内の経済的影響と今後の対策

について 

阿 保 静 夫 １ ジェンダー平等、男女共同参画のまちづくり 

藤 田 直 美 １ 学校の普通教室や災害避難所にもエアコン設置を 

・意 見 書 ① 地方財政の充実・強化に関する意見書 （全会一致）《可決》 

       ② 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復元、 

        「30 人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現 

        に向けた意見書            （全会一致）《可決》 

       ③ 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化 

        を求める意見書            （全会一致）《可決》 

・議 員 発 議 ① 本別町議会会議規則の一部改正 

       ＊標準町村議会会議規則の改正に伴い、産前産後休暇の取り扱い及び 

        請願書の記載事項の変更するためのもの。  （全会一致）《可決》 

       ② 議員報酬の減額支給に関する条例の制定  

       ＊令和 3 年 7 月から議員報酬を 20％削減する議員提案の条例改正です。  

                       （賛成１、反対 10）《否決》 

 

 令和 3 年 第 3 回定例会  ／10 月 5 日、12 日、13 日、14 日 

 

・一 般 質 問  5 名の議員から 10 問の質問がありました。 

議 員 名 質 問 項 目 

大 住 啓 一 
１ 基幹産業の農業を中心とした商工業振興の考え方は  

２ 町国保病院の経営と新たな特別養護老人ホーム建設は 

柏 崎 秀 行 １ 本町の企業誘致の基本構想について 

藤 田 直 美 １ 教育、子育て支援の充実について 

阿 保 静 夫 

１ ふるさと納税事業の充実でつながりの強化を 

２ 農業を軸とする産業振興の取り組みは 

３ 「福祉でまちづくり」を支える人材確保を 
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梅 村 智 秀 

１ 公共施設住所地に法人が本店登記、その実態は 

２ 公用車にドライブレコーダーの設置を 

３ 町長の政治姿勢について 

・意 見 書 ① コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を 

        求める意見書         （賛成 10、反対 1）《可決》 

       ② 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書 

                           （全会一致）《可決》 

・人 事 案 件 ① 副町長の選任「村本信幸 総務課長」 （全会一致）《同意》 

② 教育長の任命「高橋哲也 企画振興課長」 

（賛成 10、反対 1）《同意》 

 

 令和 3 年 第４回定例会  ／１２月７日、14 日、15 日 

  

・一 般 質 問  ７名の議員から 11 問の質問がありました。 

議 員 名 質 問 項 目 

山 西 二三夫 １ 道の駅のトイレ改善について 

柏 崎 秀 行 １ 本別公園の入り込み増に向けて 

阿 保 静 夫 
１ 安心して最期を迎えることができるまちづくりを 

２ 役場職員が町民と助け合う関係性の構築を 

石 山 憲 司 １ 新型コロナウイルス感染症の予防対策について 

梅 村 智 秀 

１ いつまでこのまま？農大周辺の道路補修を 

２ 新改革プランに沿った町国保病院の経営は可能なのか 

３ 福祉灯油制度の拡充、燃料費高騰に町独自の対策を 

藤 田 直 美 １ ３歳児健診で弱視の早期発見を 

水 谷 令 子 
１ コロナ禍での健康被害と人とのつながりについて 

２ 今こそ魅力あふれる本別公園の有効活用と環境整備を 
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・意 見 書 ① 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策 

        を求める意見書            （全会一致）《可決》 

② インボイス制度の導入中止または延期を求める意見書 

                  （賛成９、反対１）＊欠席者 1 人《可決》 

③ 選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書 

                  （賛成７、反対３）＊欠席者 1 人《可決》 

・補 正 予 算 令和３年度本別町一般会計補正予算（第 14 回） 

      ＊新型コロナワクチン接種事業の他、議員報酬未払い分の遅延利息の補正 

                       （賛成 10、反対 1）《可決》 

 

 

② 臨 時 会 

 

 令和 3 年 第１回臨時会  ／１月 26 日 

 ・コロナ対策補正予算（飲食店年末年始臨時特別支援）他 

 

 令和 3 年 第２回臨時会  ／4 月 27 日 

 ・懲罰特別委員長報告（懲罰を科し、除名処分とするもの） 

                （賛成 11、反対 0）＊当該議員を除く《可決》 

 ・人事案件 教育長の任命「佐々木基裕 教育長の再任」（全会一致）《同意》 

                      ＊一身上の都合で７月７日付け辞職 

 

 令和 3 年 第３回臨時会  ／７月 28 日 

 ・コロナ対策補正予算（本別町版 GoTo テイクアウト）他 

 

 令和 3 年 第４回臨時会  ／９月 17 日 

 ・コロナ対策補正予算（プレミアム商品券）他 

 

 令和 3 年 第 5 回臨時会  ／11 月 30 日 

 ・福祉灯油、コロナ対策補正予算（年末年始飲食店利用促進事業）他 
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議会が、限られた期間で多くの議案などを審議するには、本会議だけでは十分で

ないため、本会議の議決前に専門的に詳しく事前審査をしたり、調査・研究を行う

委員会を設置しています。 

 

 

 

 

 ① 議会運営委員会  年間 18 回開催 

 ・議会の運営に関する事項、議会活性化項目の検討、町民懇談会でいただいた意

見等の協議などを行います。 

 

 ② 総務常任委員会  年間 7 回開催 

 ・町の財政、住民生活、教育等に関する案件を審査・調査します。 

 

  ③ 産業厚生常任委員会  年間 5 回開催 

 ・農業、商工業、道路、福祉等に関する案件を審査・調査します。 

 

 ④ 広報広聴常任委員会  年間 17 回開催 

 ・議会だよりを平成９年より毎年４回発行しています。 

 

 

  

  

 上記委員会とは別に、臨時的なもの、重要な案件などを特別に審査・調査・研究

するために設置されます。 

令和 3 年中は「予算審査特別委員会」「決算審査特別委員会」「懲罰特別委員会」

を設置しました。また、令和元年に設置した「国保病院の運営に関する調査特別委

員会」の継続調査を行いました。 

 

委 員 会 

① 議会運営委員会   ② 総務常任委員会 

③ 産業厚生常任委員会 ④ 広報広聴常任委員会 

特 別 委 員 会 
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 ⑤ 令和 3 年度各会計予算審査特別委員会  ／３月 16 日、17 日、18 日 

・令和 3 年度一般会計ほか６特別会計、２企業会計の予算（案）は、総額 116 億

394 万 3 千円で原案どおり可決しました。 

 

＊一般会計予算に対する【修正案】             （賛成 1、反対 9）《否決》 

一般会計予算【原案】             （賛成 9、反対 1）《可決》 

＊後期高齢者医療特別会計予算         （賛成 9、反対 1）《可決》 

＊病院事業会計予算              （賛成 9、反対 1）《可決》 

 

 ⑥ 令和２年度各会計決算審査特別委員会  ／10 月 25 日、26 日 

・令和 2 年度一般会計ほか６特別会計、２企業会計の決算、総額 125 億 8,710

万円の決算を認定しました。 

 

 ⑦ 懲罰特別委員会   ／３月 15 日、4 月 16 日、27 日 

・議員に対する懲罰特別委員会が設置され、懲罰の有無やその内容について審議し

ました。 

 

 ⑧ 本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会  

（令和 3 年は 5 回開催）／1 月 19 日、2 月 25 日、3 月 8 日、11 月 12 日、

11 月 18 日 

・本委員会は令和元年１２月より、これまで１２回の審議や町民との意見交換会、

病院職員アンケートなどを実施し、国保病院の使命と取り巻く環境について理解を

深め、その課題と病院が地域や町民とともに歩んでいくための目指すべき方向性に

ついて調査をしてきました。 

経営状況について町財政が厳しい状況にある中、一般会計からの繰り入れが年々

増加傾向にあり、平成３０年度の純損失は約１億 2,400 万円と高水準で推移して

います。外来患者数の過去 5 年間では平成 28 年度の約 4 万 7,000 人から毎年約

3,000 人減少し、収益の減少幅が大きくなっており、収益を上げる取り組みとし

て、地域連携室による町内外の医療機関との連携や入院患者の積極的な受け入れ、

地域包括ケア病床の導入などによる収益増を目指しています。 

調査の結果、期待される役割機能と今後の方向性として、地域に密着した医療の

提供、必要に応じた地域包括ケア病床の増、地域診療所との連携、特に医師をはじ

めとする医療スタッフの確保育成などがあげられました。今後の人口減少や財政事
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情から経営形態の見直しも必要になってくることが考えられます。 

今後、国保病院や町においては、本委員会の意見の趣旨を踏まえ、医療機能の充

実と健全経営のために改善を図っていくことが望まれています。町民負担と医療体

制の必要性や方向を町民に十分説明し、理解された中での事業運営を進めることが

重要です。また、将来にわたって地域に本当に必要な医療を提供し、同時に地域の

医療体制の中で貴重な病床を町民のために保持しながら、町民の安心安全を守る最

後の砦として、医療を提供し続けていかれることを切に願うものです。 

今後は、議会として引き続き調査・研究などを行い、見守っていくことが必要で

あると考え、最終報告といたしました。 

 

 

 

 

議会の行事、運営の全体的活動について協議する場です。令和 3 年は 15 回開催

しました。主な協議内容は次の通りです。 

（回）／開催日 主な協議事項 

（1）  1 月 19 日 新型コロナウイルス感染症対策に関する支援事業について 他 

（2）  1 月 22 日 新型コロナウイルス感染症患者に対する対応について 他 

（3）  2 月 24 日 新型コロナウイルスワクチンの接種について 他 

（4）  3 月 2 日 第８期銀河福祉タウン計画、第２次障がい福祉総合計画について 

（5）  3 月 11 日 病院新改革プランについて 

（6）  3 月 19 日 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

（7）  4 月 16 日 議会報告、町民懇談会の開催について 他 

（8）  5 月 12 日 議会報告書、町民懇談会アンケートについて 

（9）  5 月 25 日 執行停止申立書について 

（10）  6 月 8 日 本別町議会会議規則及び本別町議会の運営に関する基準の改正 他 

（11）  6 月 17 日 議会要望（新型コロナウイルス感染症対策）について 他 

（12）  9 月 3 日 北海道糖業本別製糖所の生産終了について 

（13） 10月 5日 本別町過疎地域持続的発展市町村計画について 

（14） 11 月 12 日 本別高校生による模擬議会（仮称）について 他 

（15） 12月 7日 令和４年度一般会計予算（議会費）について 

 

議員協議会 
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 ① 議会から町への要望（新型コロナウイルス感染症対策）  

◎新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等として、議員報酬の独自削減な 

どを財源に、議会から町に対して７項目の事業を要望し、そのうち５項目の事 

業が実現しました。 

 

▼実施された事業 ［令和３年第１回臨時会（1 月 26 日）で関連予算を可決］ 

 

⑴ 小中学校の保健室にエアコン設置。   予算額 625 万円 

   ⑵ 国の特別定額給付金の対象外となっていた令和２年４月 28 日～令和 3 年

4 月 1 日生まれの子のいる世帯に 10 万円を給付。 予算額 340 万円 

   ⑶ 福祉、医療施設へ支援金給付。     予算額 720 万円 

   ⑷ 小中学校の手洗い場を自動水栓に。   予算額 151 万円 

   ⑸ 公共施設に非接触式体温測定器を設置。 予算額 280 万円 

 

 

 

 

 

  

 ◎議会では、町独自によるコロナ対策 

のさらなる充実を求め、令和３年６月 

16 日に町へ要望書を提出しました。 

 

   ⑴ 農業・商業・工業等、すべての事業者及び従業者のニーズを的確に把握し

た支援策を。 

⑵ コロナ禍において影響を受けている低所得者等への支援を。 

⑶ 児童・生徒の学習環境向上のための支援を。 

⑷  ワクチン接種を希望するすべての人が接種をより受けやすい環境構築を。 

議会の取り組み 

 

 

 

今回の事業実施により、小学

生からお礼の手紙をいただ

きました。 
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 ② 高校生の模擬議会    

◎令和３年１２月２０日、本別高校 2 学年の皆さんが、とかち創生学で取り組

んだ、町の課題に対する解決策を議場で提案し、議員はその提案に対して質疑を

行いました。 

商店街の活性化への提案など３グループが、それぞれのまちづくりに関するプ

ロジェクトの発表を行い、議員からの質疑に対してもしっかりと答弁していまし

た。 

 

▼発表されたプロジェクト 

⑴ 本別町商店街の活気アッププロジェクト 

⑵ 生涯幸せプロジェクト 

⑶ アニメの聖地本別町プロジェクト 
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２）一般会計予算における議会費予算 

 

 

一般会計総額 ７１億７，６４４万６千円のうち７，７９０万３千円 

（単位 千円）    

予 算 額 
    区       分 

説     明 
節 金  額 

  ７７,９０３ 

 

内訳 

 議員報酬等 

   ４８,２４１ 

 会計年度任用職

員（パート） 

    ２,０３３ 

 職員人件費 

   ２３,０５３ 

 議会事業費 

    ４,５７６ 

１．報 酬 

 

 

２．給 料 

 

３．職員手当等 

 

 

 

４．共済費 

 

 

 

８．旅 費 

 

 

９．交際費 

 

１０．需用費 

 

 

 

１１．役務費 

 

 

 

１２．委託料 

 

１３．使用料及び賃借料 

 

１８．負担金補助及び交付金 

３１,０５７ 

 

 

１１,５５０ 

 

１８,０１７ 

 

 

 

１２,７０３ 

 

 

 

１,１００ 

 

 

２００ 

 

１,７７９ 

 

 

 

２５７ 

 

 

 

６９３ 

 

２５７ 

 

２９０ 

議員報酬（12 人） 

会計年度任用職員（1 人） 

 

一般職給（３人） 

 

議員手当      ９,７９２ 

職員諸手当      ７,８７３ 

会計年度任用職   ３５２ 

 

共済組合等納付金 

議員       ９,０７３ 

一般職      ３,６３０ 

 

費用弁償      ９１８ 

普通旅費      １８２ 

 

議長交際費 

 

消耗品費       ４３２ 

食糧費          ７０ 

印刷製本費    １,２７７ 

 

通信運搬費     １６８ 

広告料         １７ 

手数料              ７２ 

 

会議録調製業務委託 

 

バス借上料 

 

負担金(十勝町村議長会)  

令和４年度 議会費予算 
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３）議員報酬、費用弁償 

(１) 議員報酬及び特別職給与 

区  分 月 額 (円) 適用年月日 

議長 

副議長 

常任委員長 

議員 

議運委員長 

２９２,０００ 

２３０,０００ 

２０４,０００ 

１８５,０００ 

２０４,０００ 

平成１７年４月１日 

〃 

〃 

〃 

〃 

町長 

副町長 

教育長 

７４７,０００ 

６１６,０００ 

５６２,０００ 

平成１７年４月１日 

〃 

〃 

監査委員(識見) 

監査委員(議選) 

９８,０００ 

５２,０００ 

平成１７年４月１日 

〃 

  ＊コロナ対策の財源確保のため、令和２年６月１日から令和３年３月３１日まで、 

議員報酬５％を独自削減しました。 

 

 

(２) 議会議員の期末手当 支給率の推移 

適用年月日 ６月 １２月 合  計 

平成３年１２月１日 ２５０／１００ ２９５／１００ ５４５／１００ 

 

平成２６年１２月１日 １９０／１００ ２２０／１００ ４１０／１００ 

平成２７年１２月１日 202.5／１００ 217.5／１００ ４２０／１００ 

平成３１年 ４月１日 ２１０／１００ ２１０／１００ ４２０／１００ 

令和 3 年 ４月１日 207.5／１００ 207.5／１００ ４１５／１００ 

令和４年 ４月１日 ２００／１００ ２００／１００ ４００／１００ 

 

 

(３) 議会議員の期末手当加算 （平成１４年１２月１日から凍結） 

 第５条第２項 期末手当の額は、議員報酬の月額及び議員報酬の月額に１００分の１５を

乗じて得た額の合計額に１００分の２１０を乗じた額とする。 

 

  附 則   ４ 当分の間、第５条第２項中「及び議員報酬の月額に１００分の 

        １５を乗じて得た額の合計額」の規定については適用しない。 
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(４) 議員の費用弁償（平成１７年４月１日適用）        （単位：円） 

区

分 
車  賃 

日 当 宿 泊 料 
食卓料 

夏期 

割増料 甲地方 乙地方 甲地方 乙地方 町内 

金 

 

額 

１㎞につき 30 円 

道内市 1,200 円 

道外  2,400 円 

 

2,200 

 

2,200 

 

12,500 

 

9,800 

 

6,000 

 

2,200 

 

500 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 甲・乙地方とは・・・ 東京都、政令指定都市（札幌市を除く）をいい、乙地方と

は、その他の地域をいいます。 

 食卓料とは・・・・・ 船賃または航空賃の中に、食事料が含まれていない場合は

別に食事代を必要とするので、その費用に充てるため食事料

を支給するものです。 

 夏期割増料とは・・・ ５月１日から１０月３１日までの期間で宿泊をした場合、

宿泊料に５００円を加算するものです。 

用語解説 



４）十勝管内議員等　定数及び報酬一覧

順
位

順
位

順
位

陸 別 町 2,265 8 175,000 円 15 4.45 カ月 - ％ 2,878,750 円 15 680,000 円 17

豊 頃 町 3,029 9 185,000 円 9 4.45 カ月 15 ％ 3,071,000 円 9 720,000 円 12

更 別 村 3,173 8 162,000 円 18 4.45 カ月 - ％ 2,664,900 円 18 690,000 円 15

中 札 内 村 3,914 8 169,000 円 16 4.45 カ月 15 ％ 2,805,400 円 16 682,000 円 16

浦 幌 町 4,390 11 212,000 円 2 4.45 カ月 - ％ 3,487,400 円 2 700,000 円 13

上 士 幌 町 4,943 11 165,000 円 17 4.45 カ月 15 ％ 2,739,000 円 17 740,000 円 7

鹿 追 町 5,199 11 194,750 円 6 4.45 カ月 - ％ 3,203,638 円 6 600,000 円 18

大 樹 町 5,399 12 185,000 円 9 4.45 カ月 15 ％ 3,071,000 円 9 725,000 円 11

新 得 町 5,518 12 188,000 円 7 4.45 カ月 15 ％ 3,120,800 円 7 766,000 円 4

士 幌 町 5,919 12 195,000 円 5 4.45 カ月 - ％ 3,207,750 円 5 750,000 円 5

池 田 町 6,241 12 185,000 円 9 4.45 カ月 - ％ 3,043,250 円 11 732,000 円 10

広 尾 町 6,348 13 185,000 円 9 4.35 カ月 - ％ 3,024,750 円 12 740,000 円 7

本 別 町 6,395 12 185,000 円 9 4.15 カ月 - ％ 2,987,750 円 14 747,000 円 6

足 寄 町 6,421 13 188,000 円 7 4.45 カ月 - ％ 3,092,600 円 8 740,000 円 7

清 水 町 9,085 13 183,000 円 14 4.50 カ月 - ％ 3,019,500 円 13 700,000 円 13

Ｄ 芽 室 町 18,117 16 204,000 円 4 4.10 カ月 - ％ 3,284,400 円 4 772,000 円 3

幕 別 町 26,113 19 212,000 円 2 4.45 カ月 - ％ 3,487,400 円 2 830,000 円 2

音 更 町 43,212 20 281,000 円 1 4.45 カ月 - ％ 4,622,450 円 1 859,000 円 1
Ｅ

議員定数
（人）

人口
区分 月額報酬

※人口は各町村ホームページから、その他の項目は町村議会実態調査集計表（令和３年７月現在）を使用しています。

町村長（月額）
年間報酬額

期末手当
６・12月

人口 Ｒ４年
３月末現在

議　員　報　酬　（議員一人当たりの報酬）

Ｂ

Ａ

－
1
4
－

町村名 特別加算支
給率



定数

18町村 ５町

4.41 15

９町村 ２町

4.41 15

37町村 14町村

4.29 15.00

- 66町村

4.25 14.36

※人口は各町村のホームページの公開情報を利用しています。

※人口区分

令和３年7月1日現在住民基本台帳に基づき、下記のとおり区分されます。

区分

Ａ ～ 4,999人

Ｂ 5,000人 9,999人

Ｃ 10,000人 14,999人

Ｄ 15,000人 19,999人

Ｅ 20,000人

円

■全国９２６町村の平均報酬月額は「２１６，５４２円」で、北海道（町村平均額１８１，７３５円）は、４７都道府県中４５位です。

住民基本台帳　人  口

円

全道
１４４町村平均

- 10.9 181,735 円 カ月

円

人口区分　Ｂ
全道37町平均

- 11.9 185,770 円 752,077％ -円

％ 3,085,671

円

円 726,825

円 722,222

カ月

％ -

人口区分　Ｂ
十勝9町平均

6,281 12.2 187,639 円 カ月

731,833

町村長（月額）
月額報酬

期末手当
６・12月

特別加算支
給率

年間報酬額

円カ月 ％ 3,156,208 円191,875

　
　
　
－
1
5
－

区分
人口 Ｒ4年
3月末現在

議　員　報　酬　（議員一人当たりの報酬）

十勝管内平均 9,205 12.2



５）　本別町議会改革・活性化の取り組み

区分 検討項目 取り組み内容 取り組み年度

議会基本条例、議会運
営基準、会議規則等の
検証

・政策形成サイクル、計画・実行・検証・改
善を取り入れ、条例・規則等の再検証を行い
ます。

３０年度～

反問権の導入
・議員の質問に対して、論点・争点を明確に
するため導入しました。

28年度～

自由討議の推進
・審議における議員間の自由な討議を実施し
ます。当面は、委員会、議員協議会で取り組
んでいきます。

2８年度～

一般質問一問一答細目
方式の推進

・一般質問の一問一答方式について、わかり
やすい質問・答弁となるよう細目選択制を推
進します。

Ｒ１年度～

議会モニター制度の検
討

・「議会モニター制度」については、モニ
ター制度を活用する必要が生じた時に導入し
ます。

随時検討

議員の条例委員に係る
報酬等の取り扱いにつ
いて

・議会役職付け（功労者選考諮問委員会、都
市計画審査委員など）条例委員の会議出席時
に支給される報酬等について、その取扱いを
検討します。

Ｒ１年度～

・議会広報の発行（平成９年）は、読まれる
広報紙への努力をします。

実施中

・各種会議におけるインターネット配信の実
施に向けて検討します。

Ｒ３年度～

・議案に対する議員の賛否状況の公開を進め
ます。

2８年度～

・付託案件など、委員会における賛否の宣言
を進めます。

2８年度～
２９年度

「議長との対話室」の
活発化

・「議長との対話室」を随時開催していま
す。要望があれば出前も行います。

１２年度～
（実施中）

町民への出前報告会の
実施

・町民の関心の高い重要案件に対する報告会
を行います。また、要望があれば積極的に出
前報告会（委員会）を行います。

２４年度～
（実施中）

ナイター議会の開催と
傍聴者へのアンケート
の実施

・ナイター議会を開催し（平成１２年から）
多くの傍聴者に傍聴いただいており、引き続
き開催をします。

１２年度～
（実施中）

①
議
会
の
運
営

②
 

町
民
に
開
か
れ
た
議
会

積極的な情報開示方策
の確立

　－　16　－



区分 検討項目 取り組み内容 取り組み年度

町民議会（仮称）の開
催について

・模擬議会、女性議会などを開催し、議会に
ついて理解してもらうため、積極的に各団体
へ働きかけます。その他、議場の開放を進め
ます。

２５年度
２６年度
（実施）

町民懇談会の開催
・議会報告会を兼ねて、町民から議会に関し
て意見などを直接聞く、町民懇談会を毎年開
催します。

２２年度～
（実施中）

各種団体とのミニ懇談
会の開催

・小グループ、各種団体と膝をまじえたミニ
懇談会を積極的に実施します。

２６年度～
（実施中）

議員の主な活動の公開
・議会報告会において、議員の活動状況を公
開します。

２７年度～
（実施中）

・議員個々の政策形成及び立案能力の向上を
図ります。

２２年度～

・常任委員会行政視察後の議員協議会での報
告。

２７年度～
（実施中）

・議員研修会の開催。 ３１年度～

重要事業等の検証
・重要な政策、事業の検証を必要に応じて行
います。

３０年度～

議員の政治倫理 ・倫理性を常に自覚し行動します。 ３０年度～

　－　17　－

②
町
民
に
開
か
れ
た
議
会

③
議
員
活
動
の
向
上
と
倫
理

議員力の向上
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